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千葉県 千葉市 教育委員会事務局学校教育部学事課 043-245-5928 gakuji.EDS@city.chiba.lg.jp
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/ga
kuji/shuugakuennjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

千葉県 銚子市 学校教育課学校教育室 0479-24-8197 gakkyou@city.choshi.lg.jp

http://www.city.choshi.chiba.jp/edu/education/k
y_gakkou/benri.html#syugakuenjo

○ ○ ○ ○
児童扶養手当担当課へ相談者に対して、就学援助の案内を配付してもらう
よう依頼。 ○ ○

千葉県 市川市 学校教育部 就学支援課 047-704-0256 shugakujosei@city.ichikawa.lg.jp
http://www.city.ichikawa.lg.jp/edu03/111100000
3.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ 児童扶養手当所管課において、就学援助制度の書類を配布 ○

保護者への配置文書をA4版からA3版に変更（イラストを入れた見やすい
タイトル。行間を広げ、図を使用したわかりやすい説明。援助対象となる
年間所得額の世帯構成例のパターン増など。） ○ ○

千葉県 船橋市 船橋市教育委員会学務課 047-436-2858 gakumu@city.funabashi.lg.jp
http://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/teate/0
05/p008693.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 学校からの保護者へのメール配信 ○

準要保護基準の年間総収入目安額や各費目の援助額を記載し、全保護者
あてに周知文書を配布している。 ○ ○ 〇

特定の出先機関での配布、ホームページから
のダウンロード

千葉県 館山市 館山市教育委員会教育部教育総務課 0470-22-3685 kyousoumu@city.tateyama.chiba.jp
http://www.city.tateyama.chiba.jp/kyousoumu/p
age000278.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

就学通知書及び就学時健康診断通知書に就学援助制度の書類を
同封している。 ○ 転入者には就学援助制度を説明するよう各学校に依頼している。 ○ ○

千葉県 木更津市 木更津市教育委員会 教育部 学校教育課 0438-23-5259 gakukyou@city.kisarazu.lg.jp http://www.city.kisarazu.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 平易な文面の使用、文字の拡大化、イラストの表記等 ○

千葉県 松戸市 学校教育部学務課 047-366-7457 mcgakumu@city.matsudo.chiba.jp
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kyouiku/kakus
yutetuduki/tetsuduki/shugakuenjyo.html ○ ○ ○ ○ ○ 進級時だけでなく学期毎全員に就学援助制度の案内を配布している。 ○

千葉県 野田市 野田市教育委員会 学校教育課 04-7125-1111 内線2624 gakkou@mail.city.noda.chiba.jp
http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/kyoiku/ky
oiku/1000536.html ○ ○ ○ ○ ○

年２回（４月と１０月）、市内小・中学校全児童生徒に保護者向けのお
知らせを配布している。 ○

千葉県 茂原市 学校教育課 0475-20-1558 gakkou@city.mobara.chiba.jp http://www.city.mobara.chiba.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
援助対象となる年間所得の目安額等の記載、各費目の援助額や年間総援
助額の記載 ○ ○

千葉県 成田市 教育委員会 教育部 学務課 0476-20-1581 gakumu@city.narita.chiba.jp
https://www.city.narita.chiba.jp/kosodate/page1
97100.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

関係各課での周知（成田市の各種事業を掲載している冊子に掲
載，子育て関係事業のチラシに掲載など） ○

保護者へ配布するチラシへ援助対象となる年間所得の目安額等を記載。外
国語の申請書を作成。 ○ ○

千葉県 佐倉市 佐倉市教育委員会 学務課 043-484-6186 gakumu@city.sakura.lg.jp http://www.city.sakura.lg.jp/0000002801.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
千葉県 東金市 教育部学校教育課 0475-50-1184 gakkyo@city.togane.lg.jp http://www.city.togane.chiba.jp/0000000591.htm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各学校の学校だよりへの掲載を依頼 ○ 学校だよりへの掲載など、進級時以外でも年度を通して周知している。 ○

千葉県 旭市 旭市教育委員会学校教育課 0479-55-5724 http://www.city.asahi.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

千葉県 習志野市 習志野市教育委員会学校教育部学校教育課 047-451-1133 gakyoiku@city.narashino.lg.jp
https://www.city.narashino.lg.jp/kosodate/kyoik
u/610120130821161332612.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 転入者に就学援助制度の案内を配布している。 ○

千葉県 柏市 柏市教育委員会 学校教育部 学校教育課 04-7191-7367 gakkokyoiku@city.kashiwa.chiba.jp
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/270100/in
dex.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・援助対象となる年間収入の目安額等を記載，
・各費目の援助額や年間総援助額の記載，
各学校にて転入者に対して就学援助制度の案内及び申請書を配布 ○ ○

制度案内，申請書は市ホームページからダウ
ンロードしても使用可能

千葉県 勝浦市 学校教育課 0470-73-6664 gakkou@city-katsuura.jp
https://www.city.katsuura.lg.jp/forms/top/top.as
px ○ ○ ○ ○ ○

全児童・生徒に対し案内文書を学校を通じ配布し、また区域外就学者に
ついては個別に郵送することで周知に努めている。 ○ ○

千葉県 市原市 市原市教育委員会 学校教育課 学務係 0436-23-9848 gakkoukyouiku@city.ichihara.lg.jp

https://www.city.ichihara.chiba.jp/kosodate/sho
uchu/kyouiku_top/gakkoujouhou/nyugakuiroiro/
syugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

千葉県 流山市 学校教育課 04-7150-6104
gakkoukyouiku@city.nagareyama.chib
a.jp

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1001
300/1001301/1001374/index.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

千葉県 八千代市 八千代市教育委員会 学務課 047-481-0302 gakumu1@city.yachiyo.chiba.jp https://www.yachiyo.ed.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

・就学児健康診断時に書類を配布し，同日開催の学校の入学説
明会にて説明を実施
・学校に学校だよりに案内を掲載するよう依頼 ○ ○ ○

千葉県 我孫子市 教育委員会教育総務部学校教育課学務担当 04-7185-1268
abk_gakkoukyouiku@city.abiko.chiba.j
p

https://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/gakko
_houkago/shogaku_chugaku/soudan_enjo/shor
eihojokin.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

千葉県 鴨川市 鴨川市教育委員会学校教育課 04-7094-0512 gakko@city.kamogawa.lg.jp
http://www.city.kamogawa.lg.jp/kosodate_kyoik
u/kyoiku/oshirase/1540353841089.html ○ ○ ○ ○ ○

千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市教育委員会 学校教育課 学務保健室 047-445-1501 gakumuhoken@city.kamagaya.chiba.jp http://www.city.kamagaya.chiba.jp ○ ○ ○ ○ ○

・福祉面から子育てをサポートする担当課が作成するハンド
ブックにお知らせを掲載している。
・必要に応じて窓口で案内している。 ○

・援助対象となる年間所得の目安額等をお知らせに記載している。
・制度の周知を図るため、教育委員会以外の児童福祉担当窓口での案内
や就学時健康診断時における説明など、様々な機会をとらえ、周知を
行っている。 ○ ○

千葉県 君津市 教育部学校教育課 0439-56-1421 gakkou@city.kimitsu.lg.jp
http://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/39/2329.ht
ml ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 援助対象となる年間所得の目安額等を記載 ○ ○

千葉県 富津市 学校教育課 0439-80-1339 mb034@ciity.futtsu.chiba.jp https://www.city.futtsu.lg.jp/0000001767.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

千葉県 浦安市 教育委員会 教育総務部 学務課 047-712-6742 gakumu@city.urayasu.lg.jp http://www.city.urayasu.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2月の次年度申請受付開始時に、全児童生徒に制度の案内を配布 ○ ○ ○
新１年生あての入学案内送付物と一緒に就学
援助制度（入学準備金）の申請書を同封

千葉県 四街道市 四街道市教育委員会学務課 043-424-8932 ygako@city.yotsukaido.chiba.jp
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kosodate/t
eate/syugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・８月、２月には児童生徒の保護者に対して、制度の案内を配付してい
る。
・新入学児童生徒に対しては、入学説明会時に制度の案内を配付してい
る。
・新入学学用品費の入学前支給について就学予定者に対しては、就学時健
康診断の際に制度の案内を配付している（いずれも全児童生徒及び全就学
予定者を対象としている）。 ○ ○ ○

制度案内の有無に関わらず、教育委員会と各
小中学校に常備し、保護者からの申し出によ
り、随時配布している。

千葉県 袖ケ浦市 学校教育課 0438-62-3718 gkk32000@sodegaura.ed.jp https://www.city.sodegaura.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・子育て支援部署の窓口に制度案内チラシの設置及び専門職（社会福祉
士・ＣＷ等）への周知依頼
・民生委員児童委員の総会へ出向き、制度説明及び地域住民への周知依
頼 ○

千葉県 八街市 教育委員会 学校教育課 043-443-1446 gakkyo@city.yachimata.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

千葉県 印西市 印西市役所教育委員会 教育部学務課学務係 0476-33-4704 gakumuka@city.inzai.chiba.jp http://www.city.inzai.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ 各学期毎に学校で書類を配布 ○ ○

千葉県 白井市 白井市教育委員会教育部学校政策課 047-492-1111 http://www.city.shiroi.chiba.jp ○ ○ ○
・学校を通して、毎年全家庭に就学援助制度の書類を送付
・入学通知送付の際に就学援助制度の書類を同封 ○

児童扶養手当の申請時において、助成等の一つとして就学援助制度を担当
課よりお知らせしている。 ○

千葉県 富里市 教育委員会学校教育課 0476-93-7658 gakkyou-edu@city.tomisato.lg.jp http://www.city.tomisato.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
保護者への制度についてのお知らせを当初申請用と年度途中での申請可
能を知らせるものを時期をずらして市内の全児童生徒に配布している。 ○ ○

千葉県 南房総市 南房総市教育委員会事務局子ども教育課 0470-46-2966 kodomo@city.minamiboso.lg.jp http://www.city.minamiboso.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

千葉県 匝瑳市 学校教育課学務班 0479-73-0094 g-gakumu@city.sosa.lg.jp http://www.city.sosa.lg.jp
匝瑳市公式Twitter
https://twitter.com/sosa_city ○ ○ ○

（１月）入学通知に同封して保護者へ制度のお知らせを郵送。
（９月）各学校を介して保護者へ制度のお知らせを送付。 ○

市福祉課窓口で、児童扶養手当の申請に来庁した市民（児童生徒保護
者）に対して、制度の案内をし周知を図っている。 ○ ○ ○

希望者には、随時、学校・教育委員会で申請
書を配布している。

千葉県 香取市 教育委員会学校教育課 0478-50-1239 gakko@city.katori.lg.jp http://www.city.katori.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 学校で年１回、全生徒に就学制度の案内を配付。 ○

・就学時健康診断の通知をする際、新入学児童の保護者全員を対象に制度
の案内を配付。
・市内小中学校に在籍する児童生徒の保護者へ、年２回案内を配付し周知
している。
・転出入や保護者の離別等市役所窓口で手続きをした際、総合窓口案内
により学校教育課で提供可能なサービスを説明する体制をとっている。 ○ ○ ○ ○

千葉県 山武市 山武市 教育部 学校教育課 学事係 0475-80-1442 gakkokyoiku@city.sammu.lg.jp
https://www.city.sammu.lg.jp/site/kyouikuiinkai
/syugaku-enjo2019.html ○ ○ ○ ○

・平易な文面の使用
・援助対象となる年間所得の目安額等を記載
・各費目の援助額や年間総援助額の記載

○ ○

千葉県 いすみ市 いすみ市教育委員会 学校教育課 教育総務班 0470-62-3621 gakkou-soumu@city.isumi.lg.jp http://www.city.isumi.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

千葉県 大網白里市 教育委員会 管理課 0475-70-0372 非公表
http://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000000206.
html ○ ○ ○

各学校発行の学校だよりに掲載、市発行の子育てサポートブッ
ク（子育て支援策）に掲載 ○ ○ ○

千葉県 酒々井町 酒々井町教育委員会 学校教育課 043-496-1171（代表） gakkou@town.chiba-shisui.lg.jp
https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2014021
804637/ ○ ○ ○ ○ ○ 各小・中学校の「学校だより」へ掲載 ○ ○

千葉県 栄町 学校教育課学務指導班 0476-33-7717 gakkyou@town.sakae.chiba.jp ○ ○ ○

新入生については、入学説明会時に申請書を配付し制度の説明
を実施している。
在校生については、毎年２月に申請書を配付している。 ○ ○

千葉県 神崎町 学校教育係 0478-72-1601 kyouiku@town.kozaki.chiba.jp http://www.town.kozaki.chiba.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
認定者に対して、次年度の案内とともに申請
書を個別に配布

千葉県 多古町 多古町教育委員会学校教育課 0479-76-5411 gakkou-kyouiku@town.tako.lg.jp https://www.town.tako.chiba.jp ○ ○ ○ ○
小・中学校在校生の保護者には、毎年２月上旬、学校を通して
周知文書を配布している。 ○ ○

希望者が、学校または教育委員会へ申し出
る。

千葉県 東庄町 教育課学校教育係 0478-86-2311 kyo.gako@town.tohnosho.lg.jp http://www.town.tohnosho.chiba.jp/ ○ ○ ○ ○ 入学全説明会や転入学時に学校を通して周知 ○ ○

千葉県 九十九里町 九十九里町教育委員会事務局 学校教育係 0475-70-3191 gakkou@town.kujukuri.chiba.jp
http://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000000034.h
tml ○ ○ ○ ○ 各学校の学校だよりに制度内容等を掲載し、周知している。 ○

新入生に対しては、就学時健康診断時に保護者へ説明を行っている。
また、在校生については、各小中学校の学校だよりにて定期的に周知を
行っている。 ○ ○

千葉県 芝山町 教育課 0479-77-1861 gakukyo@town.shibayama.lg.jp
http://www.town.shibayama.lg.jp/0000000095.ht
ml ○ ○ ○ ○ ○

千葉県 横芝光町 教育委員会教育課 0479-84-4116 ○ ○ ○
毎学期ごとに各学校で学校だより等に掲載し配布周知してい
る。 ○ ○ ○

千葉県 一宮町 一宮町教育委員会 教育課 学校教育係 0475-42-4574 gakkou@town.chiba-ichinomiya.lg.jp https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/kosodate/ ○ ○ ○ ○ 援助対象となる年間所得の目安額等を記載 ○

千葉県 睦沢町 教育委員会 教育課 学校教育班 0475-44-2509 gakko@town.mutsuzawa.chiba.jp
http://www.town.mutsuzawa.chiba.jp/kurashi/all
owance/allowance-parenting/syugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

教育委員会から入学前の保護者のうち希望者
に申請書を配布

千葉県 長生村 子ども教育課 0475-32-2117 cho-gakko@vill.chosei.lg.jp https://www.vill.chosei.chiba.jp ○ ○ ○ ○

千葉県 白子町 白子町教育委員会   教育課 0475-33-2144 kyouiku@town.shirako.lg.jp http://www.town.shirako.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

千葉県 長柄町 学校教育課 0475-35-2437 gakkou@town.nagara.chiba.jp http://www.town.nagara.chiba.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○
千葉県 長南町 学校教育課 0475-46-3398 kyoiku-iinkai@town.chonan.lg.jp https://www.town.chonan.chiba.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○
千葉県 大多喜町 大多喜町教育委員会 教育課 0470-82-3010 kyouiku@town.otaki.lg.jp http://www.town.otaki.chiba.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 認定の目安として、世帯の年間収入額等を記載している。 ○ ○

千葉県 御宿町 御宿町教育委員会 教育課 0470-68-2514 kyouiku@town-onjuku.jp http://www.town.onjuku.chiba.jp/ ○ ○ ○ 相談があった場合、教育委員会及び各学校で制度を案内 ○ ○ ○
千葉県 鋸南町 教育課 教育総務室 0470-55-2120 kyoui@town.kyonan.lg.jp ○ ○ ○

千葉県 布施学校組合 布施学校組合教育委員会 教育課 0470-68-2514 kyouiku@town-onjuku.jp ○ ○
相談があった場合、教育委員会及び各学校で制度を案内。構成
団体それぞれのHPに制度掲載有り。 ○ ○ ○

０ 就学援助制度問い合わせ先（広報用）

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

ウ．学校
から全児
童生徒も
しくは保
護者に申
請書を配
布

エ．教育
委員会か
ら全児童
生徒もし
くは保護
者に申請
書を配布

オ．その
他
→（２） （２）オの内容

①都道府県 ②市区町村名

（３）就学援助制度
に関する教職員向け
説明会の実施有無

（４）就学援助制度周知の工夫

ア．教職
員向け説
明会を実
施してい
る

イ．教職
員向け説
明会を実
施してい
ない

Ⅰ 平成３１（令和元）年度就学援助制度の実施について

２．就学援助の申請方法

（１）就学援助制度の申請書の配付方法
 （あてはまるもの全てに○）

ア．学校
から希望
者に申請
書を配布

イ．教育
委員会か
ら希望者
に申請書
を配布

キ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

ク．民生
委員やス
クール
ソーシャ
ルワー
カー等か
ら案内を
配布

ケ．その
他→
（２） （２）ケの内容

（１）就学援助制度の周知方法(あてはまるもの全てに○)

１．就学援助制度の周知方法

ア．教育
委員会の
ウェブサイ
トに制度
を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類ととも
に配布

エ．就学
時健康診
断の際に
学校で就
学援助制
度の書類
を配布

オ．学校
の入学説
明会で就
学援助制
度の書類
を配布

カ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付
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千葉県 千葉市

千葉県 銚子市

千葉県 市川市

千葉県 船橋市

千葉県 館山市
千葉県 木更津市

千葉県 松戸市

千葉県 野田市

千葉県 茂原市

千葉県 成田市

千葉県 佐倉市
千葉県 東金市

千葉県 旭市

千葉県 習志野市

千葉県 柏市

千葉県 勝浦市

千葉県 市原市

千葉県 流山市

千葉県 八千代市

千葉県 我孫子市

千葉県 鴨川市

千葉県 鎌ケ谷市

千葉県 君津市

千葉県 富津市

千葉県 浦安市

千葉県 四街道市

千葉県 袖ケ浦市

千葉県 八街市

千葉県 印西市

千葉県 白井市

千葉県 富里市
千葉県 南房総市

千葉県 匝瑳市

千葉県 香取市

千葉県 山武市

千葉県 いすみ市

千葉県 大網白里市

千葉県 酒々井町

千葉県 栄町

千葉県 神崎町

千葉県 多古町
千葉県 東庄町

千葉県 九十九里町

千葉県 芝山町

千葉県 横芝光町

千葉県 一宮町

千葉県 睦沢町
千葉県 長生村

千葉県 白子町

千葉県 長柄町
千葉県 長南町
千葉県 大多喜町

千葉県 御宿町
千葉県 鋸南町

千葉県 布施学校組合

①都道府県 ②市区町村名

生活保護基準額等
に掛ける係数（倍
率）

市区町村民税課税
最低限度額に掛け
る係数（倍率）

倍 倍

34 32 29 28 29 35 14 8 26 29 13 8 14 21 23 13 9 0 12 45 0 12 4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1
10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5

10%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1

10%未満 10%未満

○ ○ 1.5
10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

市町村民税が均等割のみの者・雇用保険が支給されている者・その他，教
育委員会が必要と認めた者

10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 国民年金保険料の減免、失業者就労事業紹介対象者手帳を有する者 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1

保護者の突発的な事故（病気・失業）等により生活に困窮していると認め
られる者で、学校長の所見が添付され、その所見が準要保護者と認定する
に足ると認められた者

15%未満 15%未満

○ ○ 1.5

（２）基準根拠
【課税所得等の分類】収入
【基準額の時期】5年前の年度（Ｈ25.8改正以前の基準）

15%未満 15%未満

○ 1.3

10%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上記アからカ、ケからサ、ス、セのいずれかに該当するもの（被保護者を
除く）であり、かつ、生活保護基準の1.3倍の額に学校給食費の実費相当額
を合算した基準により判断している。なお、生活保護基準は、平成25年8月
の改正以前の基準により審査を行っている。基準根拠については、世帯員
の所得の合計額並びに養育費、失業給付、児童扶養手当、遺族年金その他
教育長が認める財産及び諸収入を合算した額としている。基準額の時期に
ついては、４月から６月の認定に当たっては前々年度、７月から３月の認
定に当たっては前年度を原則として、収入額等に変化があるときは当該年
の見込額としている。目安額（年額）は285万円である。

10%未満 10%未満

○ 1.3
10%未満 10%未満

○ 1.3 課税所得等の分類：総収入、基準額の時期：平成25年4月 10%未満 10%未満

○

ソの要件かつア～キ、ケ、コ、あるいは以下の要件のいずれか１つを満た
す者
 ・世帯更正資金貸付制度による貸付けを受けた者  ・その他生活に困
窮していると認められる者

ソの要件の係数は１．３倍。ただし、一人親世帯と、当該年度は基準額の
１．３倍を超えるが前年度は認定されていた世帯は１．５倍としている。

5%未満 5%未満

○ ○ ○ 〇 ○ 1.3
10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5

失業により求職者給付の受給を受けていること。離婚調停中などにより，
生計中心者の援助が無いこと。家族の病気などにより生活が困難なこと。

10%未満 10%未満

○ 1.3
15%未満 15%未満

○ 1.32
15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1
10%未満 10%未満

○

平成25年4月1日時点の生活保護基準を利用
世帯の合計所得額が合計需要額の1.3倍未満（児童扶養手当を受給している
場合は2.0倍未満）

10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ 1.5
15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

家庭状況や学校長、民生委員の意見等を参考にし、総合的に判断して認定
している。

10%未満 15%未満

○ 1.2

10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
10%未満 15%未満

○ 1.2
10%未満 10%未満

○ ○ 1.3
10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5

10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5

10%未満 10%未満

○

生保規準をもとに収入状況だけでなく、各種手続きの減免、免除状況や学
校生活の状況、集金の納付状況等を総合的に勘案し、認定している。

10%未満 10%未満

○ ○ 1.3
5%未満 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 教育委員会が特に就学援助費の支給が必要であると認めた者
10%未満 10%未満

〇 1.5
10%未満 10%未満

〇 〇 〇 〇 〇 ○ 1.5 5%未満 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 1.3

10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5

10%未満 10%未満

○ 1.2

15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
10%未満 15%未満

○ 1 賃貸住宅に居住の場合は、賃料を住宅扶助基準額としている。
10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1
5%未満 5%未満

○ ○ ○ 1.5
5%未満 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第68次の基準額×1.5倍 で計算している。
10%未満 10%未満

○ 1.5 0% 0%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
10%未満 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5

10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満 15%未満

○ ○ 1.3 特別な事情（失業、離婚等）
10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 5%未満 5%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満 10%未満

○ 1.3

10%未満 10%未満

○ ○ 5%未満 0%

○ 1.3
15%未満 20%未満

サ．学校納付金の
納付状態の悪い
者，昼食，被服等
が悪い者または学
用品，通学用品等
に不自由している
者等で保護者の生
活状態がきわめて
悪いと認められる
もの

シ．経済的な
理由による欠
席日数が多い
者

ス．保護者の
職業が不安定
で，生活状態
が悪いと認め
られる者

セ．生活福祉
資金による貸
付け

（１） 平成３１（令和元）年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

（４）テの内容 （５）補足事項

Ⅱ 平成３１（令和元）年度準要保護認定基準

ソ．生活保護の
基準額に一定の
係数を掛けたも
の（生活保護の
基準額が変わる
と自動的に要件
が変わるもの）
→（２）係数

タ．生活保護の
基準額に一定の
係数を掛けたも
の（生活保護の
基準額を参照し
て額を定めてい
るもの）
→（２）係数

チ．特別支援教
育就学奨励費の
需要額測定に用
いる保護基準
額，又は同基準
額に一定の係数
を掛けたもの
→（２）係数

ツ．市区町村民
税（所得割又は
均等割）課税最
低限度額に一定
の係数を掛けた
もの
→（３）係数お
よび目安額

テ．その他
→（４）

（２）ソ，タ，チ
を選択した場合

ケ．個人の事
業税の減免

コ．固定資産
税の減免

ア．生活保護
法に基づく保
護の停止また
は廃止

イ．市区町村
民税の非課税

ウ．市区町村
民税の減免

エ．国民年金
保険料の免除

オ．国民健康
保険法の保険
料の減免また
は徴収の猶予

カ．児童扶養
手当の支給

キ．保護者が
職業安定所登
録日雇労働者

ク．P・T・A
会費，学級費
等の学校納付
金の減免が行
なわれている
者

（３）ツを選択し
た場合

Ⅲ 就学援助率

（１）平成30年
度

（２）令和元年
度
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千葉県 千葉市

千葉県 銚子市

千葉県 市川市

千葉県 船橋市

千葉県 館山市
千葉県 木更津市

千葉県 松戸市

千葉県 野田市

千葉県 茂原市

千葉県 成田市

千葉県 佐倉市
千葉県 東金市

千葉県 旭市

千葉県 習志野市

千葉県 柏市

千葉県 勝浦市

千葉県 市原市

千葉県 流山市

千葉県 八千代市

千葉県 我孫子市

千葉県 鴨川市

千葉県 鎌ケ谷市

千葉県 君津市

千葉県 富津市

千葉県 浦安市

千葉県 四街道市

千葉県 袖ケ浦市

千葉県 八街市

千葉県 印西市

千葉県 白井市

千葉県 富里市
千葉県 南房総市

千葉県 匝瑳市

千葉県 香取市

千葉県 山武市

千葉県 いすみ市

千葉県 大網白里市

千葉県 酒々井町

千葉県 栄町

千葉県 神崎町

千葉県 多古町
千葉県 東庄町

千葉県 九十九里町

千葉県 芝山町

千葉県 横芝光町

千葉県 一宮町

千葉県 睦沢町
千葉県 長生村

千葉県 白子町

千葉県 長柄町
千葉県 長南町
千葉県 大多喜町

千葉県 御宿町
千葉県 鋸南町

千葉県 布施学校組合

①都道府県 ②市区町村名

実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他

0 0 0 9 9 9 45 45 1 0 0 0 7 7 7 48 48 0 25 25 0 1 1 1 0 0 0 46 46 1 8 8 8 0 0 1 40

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 47,000 ○ 2,500

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 22,000 平成３１年度予算計上単価で記入（一定額の部分の単価改正中、金額は改正後を記入）

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 24,200

・「支給平均額」は平成３１（令和元）年度予算に計上した単価  ・通学費 対象費目はある
が、実績なし
・校外活動費（宿泊を伴わないもの） ４学年 4,620円  人数割合 4学年 45％ 5学年 55％
・就学奨励費 学級費・生徒会費等

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 10,040 ○ 22,650

通学費、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、校外活動費(宿泊を伴うもの)、卒業アルバ
ム代等、医療費の支給平均額は、令和元年度予算に計上した単価
学校給食費の支給平均額は、３０年度実績額

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 22,500
支給平均額は，平成３１（令和元）年度予算に計上した単価による。
通学費は昨年度実績なしのため，予算計上なし。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 22,900

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 23,040 ○ 25,000

「平均支給額」欄について
通学費は、30年度実績額を記入
修学旅行費、校外活動費（宿泊を伴うもの）、医療費、学校給食費は、31年度予算単価を記入

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 20,045

・修学旅行費：平成３０年度支給平均額
・校外活動費（泊あり・なし共通）：平成３０年度支給平均額
・医療費：平成３０年度支給平均額
・学校給食費：平成３０年度支給平均額

○ 11,520 ○ 40,600 ○ 0 ○ 22,000

体育実技用品及び通学費は、支給対象費目だが実績がなく、平成31（令和元）年度予算にも計上し
ていない。
修学旅行費、校外活動費、医療費は、平成31（令和元）年度予算に計上した単価を記入している。

○ 13,650 13,650 ○ 50,600 ○ 11,000 ○ 21,490

支給平均額：H31予算単価 学用品費と通学用品費は合算で、上限額は6年生の額。
新入学児童学用品費：令和元年6月の規則改正により、令和元年4月入学者より支給額を増額。
（小：40,600円⇒50,600円）

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670
支給平均額について、修学旅行費・学校給食費・校外活動費・卒業アルバム代等は平成３１年度予
算計上単価を記載し、医療費は平成３０年度実績額を記載しました。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 24,400

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 27,000
通学費実績なし、修学旅行費及び医療費の支給平均額は予算計上額、校外活動費（宿泊あり・な
し）の支給平均額は平成３０年度実績

○ 13,770 ○ 50,600 ○ 36,090 ○ 23,500
学用品費2～6年の金額、1年は11,520円。通学用品費は学用品費に含む。医療費は、学校健診後の治
療費。給食費は4～6年の1食分の単価（全食援助）、1～3年は280円。実費・上限額は予算単価。

○ 11,520 ○ 40,600 ○ 3,000 20,614
支給平均額については，平成３１（令和元年）度予算に計上した単価を記入。修学旅行費及び校外
活動費（宿泊を伴うもの）は原則実費であるが，見学という費目おいて上限額を設定している。

○ 11,520 11,520 ○ 50,600 ○ 60,000 ○ 25,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 45,345 ○ 21,180 20,366

・医療費、学校給食費の支給平均額は、令和元年度執行見込額
・通学費、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、校外活動費(宿泊を伴うもの)の支給平均
額は、平成30年度実績額

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 22,000

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 10,000 ○ 25,000 実費の費目の金額はR1予算計上額

○ 11,520 ○ 40,600 ○ 23,133

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,587 支給平均額は、平成30年度の実績額を記入。

○ 11,420 10,437 ○ 40,600 ○ 24,511
・平均支給額については、３０年度実績により記入。
・医療費については実績なし。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 34,000 ○ 20,400 令和元年度予算額で計上

○ 11,520 ○ 40,600 ○ 0 ○ 21,670 20,602

給食費：1年生のみ、49,805円
支給平均額：平成30年度実績額
通学費：富津市遠距離通学費補助金制度による補助有り

○ 11,420 ○ 50,600 ○ 22,000 実費単価は令和元年度予算額

○ 11,420 ○ 50,600 ○ 26,606

○ 11,520 10,803 ○ 50,600 50,600 ○ 22,000

○ 11,520 ○ 50,600 ○ ○ 21,670 21,670

○ 13,650 13,650 ○ 40,600 40,600 ○ 10,000 ○ 25,000
通学用品費は学用品費に含む。
平均支給額は予算に計上した単価。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 30,000 「支給平均額」欄については、平成３１（令和元）年度予算に計上した単価

〇 11,520 11,520 ○ 50,600 50,600 ○ 24,378 ○ 21,529 通学費・就学旅行費・医療費は30年度実績（医療費実績無） 他は令和元年度単価
○ 11,520 ○ 50,600 ○ 36,920 0 ○ 21,670 21,082

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 24,099

１ 通学費については、片道の通学距離が4㎞以上の対象児童等がもっとも経済的な通常の経路及び
方法により通学する場合の交通費を支給。（交通機関を利用する場合に限る。）ただし、対象児童等
が特別支援学級に通学するものであるときは、通学距離を問わない。実績なし。
２ 「支給平均額」欄については、平成30年度の実績額。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 27,000

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 23,504

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 25,000 支給平均額は令和元年度予算単価を記載

○ 11,420 ○ 50,600 ○ 20,848
新入学児童生徒学用品費等：国が示す要保護児童生徒援助費補助金の予算単価に合わせて令和元年
から増額

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 19,760 ○ 24,000
通学費は、実績額。修学旅行費・校外学習費・医療費は、予算計上単価。

○ 11,520 11,520 ○ 50,600 50,600 ○ 0 医療費については、町が発行する子ども受給券で対応している。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 20,000
通学費は、該当者なし。修学旅行費は、３０年度の実績額で計上。医療費は、元年度予算額で計
上。

○ 11,520 ○ 50,600 ○

修学旅行費・・・25,000円（見込）×2名
医療費・・・平成30年度実績０円
給食費・・・平成30年度より無償化のため対象外

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 21,670

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 21,670

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 平均支給額は平成３１（令和元）年度予算に計上した単価を記入。医療費は実績なし。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 26,401
修学旅行費：2校平成30年度実績平均額
校外活動費：平成31年度予算単価

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 17,000

修学旅行費・・・平成３１（令和元）年度予算に計上した単価を記入
校外活動費(宿泊を伴わないもの)・・・ ３０年度の実績額（６年生）を記入（６年生7人：その他10
人）
校外活動費(宿泊を伴うもの)・・・ ３０年度の実績額（５年生）を記入（５年生1人：その他16人）
医療費・・・実績なし
学校給食費・・・平成３１（令和元）年度予算に計上した単価を記入

○ ○ 50,600 50,600 ○ 26,000 学用品費・通学用品費を合わせて11,420円（上限額）、実費欄の支給平均額：予算計上額

○ 11,100 11,100 ○ 29,900 29,900 ○ 25,000 25,000 医療費については実績なし、クラブ活動費・PTA会費・給食費については、予算委計上した単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,000 修学旅行費の支給平均額は、平成30年度実績による。
○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 23,653 修学旅行費・校外活動費の平均給与額は平成３０年度実績額を計上

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 33,370 ○ 18,000 医療費は対象費目であるが実績なし

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 25,000
「その他」欄に〇のついた項目は対象となっていない。「通学費」「校外活動費（宿泊を伴うも
の）」「ｸﾗﾌﾞ活動費」「医療費」については実績・予定なし

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 平成30年度修学旅行費実績なし。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 26,619
「その他」欄に〇のついた項目は対象となっていない。「通学費」「校外活動費（宿泊を伴うも
の）」「ｸﾗﾌﾞ活動費」「医療費」については実績・予定なし

（２） 補足事項

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

Ⅳ 平成３１（令和元）年度準要保護就学援助額

（１） 費目毎の援助額

学用品費



55 55

千葉県 千葉市

千葉県 銚子市

千葉県 市川市

千葉県 船橋市

千葉県 館山市
千葉県 木更津市

千葉県 松戸市

千葉県 野田市

千葉県 茂原市

千葉県 成田市

千葉県 佐倉市
千葉県 東金市

千葉県 旭市

千葉県 習志野市

千葉県 柏市

千葉県 勝浦市

千葉県 市原市

千葉県 流山市

千葉県 八千代市

千葉県 我孫子市

千葉県 鴨川市

千葉県 鎌ケ谷市

千葉県 君津市

千葉県 富津市

千葉県 浦安市

千葉県 四街道市

千葉県 袖ケ浦市

千葉県 八街市

千葉県 印西市

千葉県 白井市

千葉県 富里市
千葉県 南房総市

千葉県 匝瑳市

千葉県 香取市

千葉県 山武市

千葉県 いすみ市

千葉県 大網白里市

千葉県 酒々井町

千葉県 栄町

千葉県 神崎町

千葉県 多古町
千葉県 東庄町

千葉県 九十九里町

千葉県 芝山町

千葉県 横芝光町

千葉県 一宮町

千葉県 睦沢町
千葉県 長生村

千葉県 白子町

千葉県 長柄町
千葉県 長南町
千葉県 大多喜町

千葉県 御宿町
千葉県 鋸南町

千葉県 布施学校組合

①都道府県 ②市区町村名

実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他

0 0 0 9 9 7 44 44 1 0 0 0 7 7 7 47 47 0 22 22 0 1 1 1 0 0 0 45 45 1 8 8 8 0 0 1 39

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 89,000 ○ 43,000

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 0 ○ 41,000 平成３１年度予算計上単価で記入（一定額の部分の単価改正中、金額は改正後を記入）

○ 22,510 〇 57,400 〇 168,074 ○ 62,640

・「支給平均額」は平成３１（令和元）年度予算に計上した単価
・給食費 3学年 53,223円  人数割合 １・２学年 65％ 3学年 35％
・就学奨励費 学級費・生徒会費等

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 32,120 ○ 59,800

通学費、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、校外活動費(宿泊を伴うもの)、卒業アルバ
ム代等、医療費の支給平均額は、令和元年度予算に計上した単価
クラブ活動費、学校給食費の支給平均額は、３０年度実績額

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 0 ○ 42,500
支給平均額は，平成３１（令和元）年度予算に計上した単価による。
通学費は昨年度実績なしのため，予算計上なし。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 61,432

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 37,036 ○ 64,000

「平均支給額」欄について
通学費は、30年度実績額を記入
修学旅行費、校外活動費（宿泊を伴うもの）、医療費、学校給食費は、31年度予算単価を記入

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 65,733

・修学旅行費：平成３０年度支給平均額
・校外活動費（泊あり・なし共通）：平成３０年度支給平均額
・医療費：平成３０年度支給平均額
・学校給食費：平成３０年度支給平均額

○ 22,510 ○ 47,400 ○ 0 ○ 61,000

体育実技用品及び通学費は、支給対象費目だが実績がなく、平成31（令和元）年度予算にも計上し
ていない。
修学旅行費、校外活動費、医療費は、平成31（令和元）年度予算に計上した単価を記入している。
校外活動費（宿泊を伴うもの）に記入されている金額は第２学年のもの。第１学年は10,000円。

○ 24,550 24,550 ○ 57,400 ○ 57,590

支給平均額：H31予算単価 学用品費と通学用品費は合算で、上限額は3年生の額。
新入学生徒学用品費：令和元年6月の規則改正により、令和元年4月入学者より支給額を増額。
（中：47,400円⇒57,400円）

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300
支給平均額について、修学旅行費・学校給食費・校外活動費・卒業アルバム代等は平成３１年度予
算計上単価を記載し、医療費は平成３０年度実績額を記載しました。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 65,000

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 0 ○ 43,200
通学費実績なし、修学旅行費及び医療費の支給平均額は予算計上額、校外活動費（宿泊あり・な
し）の支給平均額は平成３０年度実績

○ 24,760 ○ 57,400 ○ 140,300 ○ 59,532
学用品費2,3年の金額、1年は22,510円。通学用品費は学用品費に含む。医療費は、学校健診後の治
療費。給食費は1食分の単価（全食援助）。実費・上限額は予算単価。

○ 22,510 ○ 47,400 ○ 5,500 56,790
支給平均額については，平成３１（令和元年）度予算に計上した単価を記入。修学旅行費及び校外
活動費（宿泊を伴うもの）は原則実費であるが，見学という費目おいて上限額を設定している。

○ 22,510 22,510 ○ 57,400 ○ 107,662 ○ 70,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 109,640 ○ 56,670 55,639

・医療費、学校給食費の支給平均額は、令和元年度執行見込額
・通学費、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、校外活動費(宿泊を伴うもの)の支給平均
額は、平成30年度実績額

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,000

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 25,000 ○ 44,000 実費の費目の金額はR1予算計上額

○ 22,510 ○ 47,400 ○ 59,242

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 58,534 支給平均額は、平成30年度の実績額を記入。

○ 22,320 21,832 ○ 47,400 ○ 67,816

・平均支給額については、３０年度実績により記入。
・体育実技用具費については、柔道・剣道が該当するが、支給割合の多かった剣道を記入。柔道の
支給実績は０円。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 34,000 ○ 63,400 令和元年度予算額で計上

○ 22,510 ○ 47,400 ○ 0 ○ 60,300 57,590
支給平均額：平成30年度実績額
通学費：富津市遠距離通学費補助金制度による補助有り

○ 22,320 ○ 57,400 ○ 55,000 実費単価は令和元年度予算額。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,519

○ 22,510 ○ 57,400 57,400 ○ 56,000

○ 22,510 ○ 57,400 ○ ○ 60,300 60,300 医療費の実績なし。

○ 24,550 24,550 ○ 47,400 47,400 ○ 10,000 ○ 56,000
通学用品費は学用品費に含む。
平均支給額は予算に計上した単価。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 0 ○ 60,000 「支給平均額」欄については、平成３１（令和元）年度予算に計上した単価

○ 22,510 ○ 57,400 57,400 ○ 0 ○ 54,503 通学費・就学旅行費・医療費は30年度実績（通学費・医療費実績無） 他は令和元年度単価
○ 22,510 ○ 57,400 ○ 80,070 42,350 ○ 60,300 56,187

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 0 ○ 42,431

1 新入学用品費等では4㎞以上の遠距離で自転車通学の場合、学用品費等とは別に自転車購入補助
のため新一年生に１回上限15,000円を支給。
2 通学費については、片道の通学距離が4㎞以上の対象児童等がもっとも経済的な通常の経路及び
方法により通学する場合の交通費を支給。（交通機関を利用する場合に限る。）ただし、対象児童等
が特別支援学級に通学するものである時は、通学距離を問わない。実績なし。
3 クラブ活動費については、中学校1学年生時に支給。運動部10,000円、文化部5,000円の定額。
4 支給平均額は平成30年度実績。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 52,000

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 68,066

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 53,020 ○ 65,000
支給平均額は令和元年度予算単価を記載
通学費については30年度の実績額

○ 22,320 ○ 57,400 ○ 60,805
新入学児童生徒学用品費等：国が示す要保護児童生徒援助費補助金の予算単価に合わせて令和元年
から増額

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 59,000 修学旅行費・校外学習費・クラブ活動費・医療費は、予算計上単価。

○ 22,510 22,510 ○ 57,400 57,400 ○ 56,220 医療費については、町が発行する子ども受給券で対応している。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 0 ○ 56,064
通学費は、該当者なし。 修学旅行費は、３０年度の実績額で計上。医療費は、元年度予算額で計
上。

○ 22,510 ○ 57,400 ○

修学旅行費・・・40,000円（見込）×10名
給食費・・・平成30年度より無償化のため対象外
医療費・・・平成30年度実績0円

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 60,300

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 60,300

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 平均支給額は平成３１（令和元）年度予算に計上した単価を記入。医療費は実績なし。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 60,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 59,657
修学旅行費：平成30年度実績額
校外活動費：平成31年度予算単価

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 54,801

校外活動費(宿泊を伴わないもの)・・・ ３０年度の実績額（２年生）を記入（２年生4人：その他3
人）
校外活動費(宿泊を伴うもの)・・・ ３０年度の実績額（１年生）を記入（１年生2人：その他5人）
医療費・・・実績なし
学校給食費・・・平成３１（令和元）年度予算に計上した単価を記入

○ ○ 57,400 57,400 ○ 60,468 学用品費・通学用品費を合わせて22,320円（上限額）、実費欄の支給平均額：予算計上額

○ 21,700 21,700 ○ 32,900 32,900 ○ 40,000 40,000 医療費については実績なし、クラブ活動費・PTA会費・給食費については、予算委計上した単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 63,000 修学旅行費の支給平均額は、平成30年度実績による。
○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 58,996 修学旅行費・校外活動費の平均給与額は平成３０年度実績額を計上

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 184,440 ○ 65,000 医療費は対象費目であるが実績なし

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 0 ○ 68,000
「その他」欄に〇のついた項目は対象となっていない。「通学費」「校外活動費」「医療費」につ
いては実績・予定なし

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 57,920

（２） 補足事項
新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

Ⅳ 平成３１（令和元）年度準要保護就学援助額

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１） 費目毎の援助額

学用品費



55 55

千葉県 千葉市

千葉県 銚子市

千葉県 市川市

千葉県 船橋市

千葉県 館山市
千葉県 木更津市

千葉県 松戸市

千葉県 野田市

千葉県 茂原市

千葉県 成田市

千葉県 佐倉市
千葉県 東金市

千葉県 旭市

千葉県 習志野市

千葉県 柏市

千葉県 勝浦市

千葉県 市原市

千葉県 流山市

千葉県 八千代市

千葉県 我孫子市

千葉県 鴨川市

千葉県 鎌ケ谷市

千葉県 君津市

千葉県 富津市

千葉県 浦安市

千葉県 四街道市

千葉県 袖ケ浦市

千葉県 八街市

千葉県 印西市

千葉県 白井市

千葉県 富里市
千葉県 南房総市

千葉県 匝瑳市

千葉県 香取市

千葉県 山武市

千葉県 いすみ市

千葉県 大網白里市

千葉県 酒々井町

千葉県 栄町

千葉県 神崎町

千葉県 多古町
千葉県 東庄町

千葉県 九十九里町

千葉県 芝山町

千葉県 横芝光町

千葉県 一宮町

千葉県 睦沢町
千葉県 長生村

千葉県 白子町

千葉県 長柄町
千葉県 長南町
千葉県 大多喜町

千葉県 御宿町
千葉県 鋸南町

千葉県 布施学校組合

①都道府県 ②市区町村名 Ⅵ 自由記述欄

8 8 2 5 13 1 32 6 7 0 1 0 0 0 5 0 3 4 7 8 2 1

○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○

○
○

○ ○ ○ ○ 遊休楽器を市民から寄附してもらい、小中学校の吹奏楽で利用している

○

○

○ ○

令和元年6月26日，成田市就学援助支給規則を改正。各支給費目上限額を国の要保護児童生徒
援助費補助金要綱に合わせた限度額に改正。支給費目に卒業アルバム代等を新たに創設。

要保護については，修学旅行費と医療費のみ援助対象としており，その他費目については支給
していません。

○ ○ ○
ク（その他）の内容について。中学校にて、希望する生徒に対し、卒業生からいた
だいた制服等のリサイクル提供を行っている。 ○

○

○

○

○ 一部の中学校において制服のバザー販売や中古品の無償供与をしている。

○

○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○

○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

社会福祉協議会で行う「制服のリユース（再利用）制度」について、学校に対し
情報提供を行うとともに、必要と思われる保護者への配付を依頼。また、教育委
員会窓口にも案内のチラシを置き、必要に応じて配付している。

○

○

○ ○
中学校の体育実技用具（柔道）の保護者負担をやめ、すべて学校で購入して貸与す
る形式にしている。

○

○

○

○

○

○
○ ○

○

○ ○ ○
卒業生の保護者等に呼びかけ、使用した制服の寄付を呼びかけている学校がある。
困窮時の対応等にあてるため。

○

○ ○ 自転車通学をする場合のヘルメット購入費用の一部を助成している

○

○
学校（PTA）が卒業する生徒に呼びかけて制服、カバン、ジャージ等を集め、安価
に販売している。

○

○

○
中学校の制服について、寄付の申し出、制服貸与の申し出があった場合、中学校へ
連絡してもらうよう案内している。

○ 把握しているが、実施している取組が無い

○ ○
小学生には入学時に安全帽子を無償提供、中学生にはヘルメットの補助金（要保
護・準要保護生徒は全額補助）を支給している。

○

○

○ ○

○ ○
○

○ ○
要保護・準要保護に限らず、卒業生の制服を譲り受けサイズ交換等の際に貸出をし
ている。

○ ○ ○

・自転車用ヘルメット購入費全額補助（中学校１学年）
・英語検定及び漢字検定の検定料全額補助（年度内、各検定１回まで）
・校外活動費の補助（小学校５学年の児童及び中学校１学年及び２学年の生徒に
対し2000円） 医療費は町こども医療費助成制度により無償

○ ○
○ ○

○ ○ ○

・入学準備金事業として小学校入学児童1人につき3,000円（体操服上下1組程
度）、中学校入学生徒1人につき8,000円（ジャージ上下1組程度）を御宿町商店振
興会商品券で支給。
・修学旅行費助成金として小学校児童1人につき10,000円、中学校生徒1人に付き
35,000円を助成。
・入学準備金（高校又は大学等）１人につき150,000円給付（所得制限有り）

高校生通学定期券購入費補助金として購入費の３０％を補
助

○ ○

○ ○ ○ 構成団体である いすみ市、御宿町でそれぞれの助成・補助制度あり。

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に対する市町村の取組・対応につい
て，これまでの回答への補足

Ⅴ その他

１．学校における保護者負担軽減に向けた取組の状況 ２．教育委員会における保護者負担軽減に向けた取組の状況

（１）教育委員会が把握している学校の取組（あてはまるものすべてに○）

（２） クの内容及び補足説明

（１）教育委員会における取組（あてはまるもの全てに○）

（２） コの内容及び補足説明 （３）その他学校や教育委員会以外での取組

ア．自治
体内で学
用品等の
仕様の統
一

イ．自治
体内で学
用品等の
一括契
約・購入

ウ．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

エ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

オ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

カ．就学
援助とは
別に，学
用品費等
の一部助
成

キ．学用
品費等の
購入費用
の貸付

ク．学校（又
は校長会等）
に対して，学
用品等の取扱
いに関する通
知やマニュア
ルを提示

ケ．学校
（又は校長
会等）に対
して，他校
の取組状況
等を情報提
供

コ．その
他
→（２）

ク．その
他
→（２）

キ．把握
していない

カ．使用
する学用
品等の入
札・合見
積等の実
施

オ．使用
する学用
品等の精
選

エ．低廉
な学用品
等の使用

ウ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

イ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

ア．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）


